
住宅用防災機器の現状と課題

１　消火設備の現状

（１）　消火器

消火器には，「消火器の技術上の規格を定

める省令」に定める消火器と同省令第39条の

基準の特例に係る規定に基づき，住宅専用の

小型消火器が認められている。

この消火器は，従来の消火器に比べ，小型

化・軽量化されており操作が容易になってい

る。その特徴の既要は，次のとおりである。

①構造・性能等

ア　粉末系又は水系の消火薬剤を使用す

�　 適応火災の表示

注 １

注 ２

注 ３

注 ４

箆迦 火災不適

N ０.26 1991(秋季)

自治省消防庁予防課

課長補佐　 木　 原　 正　 則

る。

イ　蓄圧式である。

ウ　適応火災（木材，紙等の普迦火災，天

ぷら油火災，石油等の油火災）について

の確認をし，その旨の絵表示をするもの

である。

エ　操作が容易なものである。

オ　安全栓は，従来通り上抜きである。

カ　ホースがなく，操作は，持ち上げてレ

バーを握るのみであり，大きな力を必要

としないものである。

大ぶら油火 災不適 油火災不適 電飢川品火 災適応

３

火災表示 は，すべての 火災について適 否を表示する。

炎及び斜線 （スラッシュ） は，赤色 とする。

表示の地色 は，適 は白 色，不適 は膏色 とする。

電気用品火災の適応について は，原則として消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表 第２による。



③　消火模型

現在の消火模型は，おおむね次のとおりである。
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図１　第１模型
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図 ２　第２模型

図 ３　第３模型

－ ４ －

杉の気乾材

72本

〔 単 隍: ｍｍ〕

(平而図)

〔単位：mm〕

(平而図)
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図４　第４模型

キ　 そ の 他 基 本 的 な 性 能 に つ い て は ， 小 型

消 火 器 の 規 格 省 令 に よ る も の で あ る 。

（2 ） エ ア ゾ ー ル 式 簡 易 消 火 具

エ ア ゾ ー ル 式 簡 易 消 火 具 は ， 一 般 家 庭 等 で

発 生 す る 初 期 小 火 災 を 消 火 す る 目 的 で ， 昭 和

58 年 １ 月 １ 日 以 降 販 売 が 認 め ら れ た 。 安 価 で

軽 量 で 手 軽 に 使 え る が ， 消 火 器 の 代 替 を 目 的

と し た も の で は な く, 補 助 を 目 的 と し て い る 。

このため，容器の内容積が１l以下で消火薬

剤 の 再 充 填 を し て は な ら な い 等 の 制 限 が あ

る 。

ま た ， 消 火 能 力 は ， 次 の ６ 種 類 の 火 災 模 型

の う ち １ つ 以 上 消 火 で き る こ と と し ， そ の 適

応 性 を 有 す る 火 災 の 表 示 を す る こ と に な っ て

お り ， 一 般 に は ５ 種 類 程 度 の 表 示 を 持 つ も の

が 多 い 。

①　くずかご火災

②　石油ストーブ火災

③　カーテン火災

④　クッション火災

⑤　天ぷら鍋火災

⑥　自動車エンジンルーム火災

特 長 は ， 操 作 が 簡 単 で あ り ， 使 い 捨 て で あ

る こ と や, 瞬 間 消 火 が 可 能 等 が あ げ ら れ る が ，

種 類 別 の 販 売 数 量 で は ， 天 ぷ ら 火 災 用 と し て

Ｎ０.26 1991（秋季）　　　　　　　　　　　　　　　 － ５ －

の特長を持つ強化液等の水系が多

く，次いで，ハロン系，機械泡系

の順になっている。

（3） 簡易自動消火装置

簡易自動消火装置の中で，住宅

防火に関係する設備としては，次

の下方放出型と天ぷら油消火用が

ある。

②　下方放出型簡易自動消火装置

昭和55年消防庁から示された

下方放出型簡易自動消火装 置の基準の中

で，「一般家庭又は小規模な防火対象物の

天井，壁等に設置し，下方に放出して消火

対象物を覆い，消火する方式のもの」と設

置の対象を定めている。

消火対象物としては，一般火災用，台所

火災用，油火災用又はこれらを組み合わせ

たものに区分している。消火能力は防護面

積で区分し，1 ・2 ・3 ・5 ・8 ・13 ・

21 ・ 34� の８種類となっており，防護面積

と消火薬剤量との関係も規制されている。

構造上は，感知部，放出口，消火薬剤貯

蔵容器とが一体となっているもの，又は放

出導管等により接続されているものとがあ

る。

消火対象と消火薬剤の関係は，一般火災

用には水，浸潤剤等入り水，強化液，機械

泡水溶液，粉末（ＡＢＣ）が，台所火災用

には一般火災用から水を除いたものが，油

火災用には機械泡水溶液，二酸化炭素，八

ロン2402 ・ 1211 ・1301，粉末がそれぞれ使

用可となっているが，二酸化炭素及びハロ

ン1301を除くハロゲン化物を使用するもの

は，常時人がいる場所には使用できないこ

ととなっている。



消火薬剤容量は，窒素又は空気による蓄　　 （ウ） カーテン火災

圧式と二酸化炭素を加圧源とする加圧式が　　 （エ） ふすま火災

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（オ） クッション火災

感知部は，それぞれの特性により，検定　　 （カ） ふとん火災

合格の感知器を感知器型感知部，バイメタ　　イ　放出特性は，巾請された消火範囲内の床

ル方式，ヒュージブルリンク方式等を易融　　　 上1.8m 以上（ふすま，障子，カーテン等

性金属型感知部，火災の炎の熱放射又はち　　　 の上端を想定）まで有効に放出できるもの

らつきを検出し感知する方式を炎検知型感　　　 であること。

知部と区分している。

�　 天ぷら油消火用簡易装置

対象は一般住宅の台所部分に設置するも

ので，台所の天ぷら油から出火したとき，

火災による熱で感知し，自動的に消火薬剤

を放出して消火するものである。

消火薬剤は強化液，浸潤剤等入水が１～

３ l程度で霧状に放出される。

�　 認定等

下方放出型については，昭和55年から認

定を，天ぷら油消火用については，昭和58

年から評定が財団法人日本消防設備安全セ

ンターにおいて行われている。

（4） 住宅用スプリンクラー設備

住宅用スプリンクラーは，平成３年３月25

日付け消防予第53号の通知において，そのガ

イドラインが示された。今後，このガイドラ

インに沿って，日本消防検定協会において鑑

定される予定である。

技術基準の主な内容は,次のとおりである。

ア　消火性能は，申請された消火範囲の任意

の場所（感知及び消火に不利な場所）にお

いて，次の火災模型の火災を感知し，使用

圧力範囲内の任意の圧力（不利な圧力）で

消火できることとした。

（ア） クリブ火災

（ｲ） 石油ストーブ火災

ウ　火災の感知 は，閉鎖型スプリンクラー

ヘッド，感知器等で行われるが，その感度

は，次のとおりとした。

（ア） 閉鎖型スプリンクラーヘッドにあって

は，気流温度100 度（標示温度75 度を超

える場合は，標示温度に25度を加えた温

度），気流速度1.5 メートル毎秒の水平気

流に投入した時の作動時問をｔとして，

次により算出されるｒの値が20秒から60

秒程度であること。

：作動時間（秒）

：閉鎖型スプリンクラーヘッドの温

度（度）

：投 入前の閉鎖型 スプ リンクラー

ヘッドの温度（度）

：気流温度と標示温度との差（度）

（ｲ） 熱感知器にあっては，定温式スポット

型感知器特種又は１種で公称作動温度60

度，65度又は70度のものであること。

（ウ） 煙感知器にあっては， １種，２種又は

３種のものであること。

（エ）前記以外の感知部にあっては，これら

と同等以上の感知性能を有するものであ

ること。

エ　誤放出対策としては，感知器の適材適所

６ － 消防科学 と情 轍
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対策を図るほか，次の措置を講ずることと

した。

（ア） 誘導雷，無線機の電磁波等による誤作

動を防止するための措雌が講じられてい

ること。

（ｲ） 外部から衝撃が加わるおそれのある場

所に設 置される閉鎖型スプリンクラー

（エ）　圧力計を設けること。

（オ） 水道が断水のとき，配水管の水圧が低

下したときは正常な効果が得られない旨

を見やすい箇所に表示すること。

（ヵ） 設概に当たっては，あらかじめ水道事

業者に申し込みを行い，その承認を受け

ること。

ヘッドのうち，水等が当該ヘッドまで充　　 カ　配管は，必ずしも金属製とする必要はな

満しているものには，当該ヘッドに外部　　　 く，初期火災の熱により機能に支障を生じ

からの衝撃が加わらないための保護措置　　　 ない材料で造るか，又は機能に支障を生じ

を講じること。　　　　　　　　　　　　　　　ない措置を講じることとした。

オ　水道の給 水管に直結するものについて　　 キ　ポンプを使用するものの電源は，交流低

は，次の措置を講じることとした。　　　　　　 圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにと

（ア） 水道水以外の消火薬剤等を混入させな　　　 ることとした。なお配線は耐熱性を有する

いこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ものを用いるか耐熱効果のある保護措置を

（ｲ） 空気又は水の停滞を防止するための措　　　 行うこととした。

置を講じること。　　　　　　　　　　　　　 ク　感知器，閉鎖型スプリンクラーヘッド及

（ウ） 配管は，水道の給水装置として水道法　　　 び流水検知装置は，消防法第21条の２第３

施行令第４条の規定を準用し，次の構造　　　 項に基づく佃別検定合格品であることとし

及び材質を有するものであること。　　　　　　た。

ａ）　 配水管の水圧に影響を及ぼすおそ

れのあるポンプに直接連結されてい　　 ２　警報設備の現状

ないこと。

ｂ）　 水圧，土圧その他の荷重に対して

。十分な耐力を有し，かつ，水が汚染

され，又は漏れるおそれがないもの

であること。

Ｃ）　凍結，破壊，腐食等を防止するた

めの適当な措置が講じられているこ

と。

ｄ）　 水道の給水装置以外の水管その他

の設備に直接 連結されてい ないこ

と。

Ｃ）　水の逆流を防止するための適当な

措置が講じられていること。

N ０.26 1991(秋季)

（1） 住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は，従来，簡易型火災警

報器として日本消防検定協会で鑑定していた

ものであり，簡易型火災警報器として鑑定に

合格しているものは，引 き続き，住宅用火災

警報器として認めることとしている。

住宅用火災警報器は，アメリカの住宅防火

対策では，その普及と効果について表１，表

２のような興味あるデータがある。

アメリカでのこのようなデータをみると，

日本においても，住宅用火災警報器を普及さ

せることが，住宅防火対策のポイントのひと

つとなると考えられる。

７－



表 １　アメリカにおける煙感知器の普及率の推移

1971～'74年 '78年 '84 年

アメリカの
住宅におけ

る煙感知器
の普及率

10％未満 約30 ％ 約74％

アメリカの
住宅 火災に
よる死者

- 6,015 人 4,075人

（注）1973 年：防火消防調査委員会報告書「アメリカ・パ

ン グ」

表 ２　ア メリカの住宅火 災におけ る煙 感知器の
焼死率低減効果

-

-

煙感知 器を設
置した住宅

煙感知器の未
設 置の住宅

煙住宅火災100件当たりの
死者数
(アメリカ･1980 ～'85年の平 均)

0.52 0.93

（2） 自動火災報知設備

自動火災報知設備は，受信機，感知器，発

信機等により構成され，主としてビル向け設

備として使用されてきた。一方，住宅にあっ

ては，従来の価値判断の尺度であった広さ，

間取り，施工方法等の基本的要求に加え，よ

り豊かで，知的で，快適な文化的生活を営む

場としての住宅という新しい価値判断の尺度　　 イ

が生まれてきたことから，昭和58年に住宅情

報システムとシステム構成機器がＢＬ認定対

象品になった。その後，昭和59年に自治省令

が改正され，火災用（Ｐ型３級），火災及び

ガス漏れ火災用（ＧＰ型３級）受信機が規格

化された（ＢＬ認定品は検定品であることが

前提となっている。）Ｏ

（3） ホームオートメーション（ＨＡ）

ア　住宅内におけるＨＡシステム

最近の住宅には非常に多くのエレクトロ

ニ ク ス が 導 入 さ れ て き た 。 そ の 中 で も 住 宅

－ ８ －

内の安全・快適性向上のための

ホームオートメーション（以下

「ＨＡ」 とい う。）の普及 も非

常に目覚しいものがある。

ＨＡ とはその言葉の ように

「家庭内の自動化」という意味

であるが，今 日のＨＡ は家庭

内の安全・自動化・情報化によ

る利便性，また，高齢者・身体

障害者等 への補助機 能付加等

「総合システム」として位置づ

けられている

ムセキュリテ イ

…………… 家庭 の安全性

スコ ントロ ール

……………生活 の利便性

ユニケ ーシ ョン

… ………通信機 器を通じ

ての情報伝達

ムマ ネジメント

………………… 家計 や健康 等の

管理

ホームセキュリティの機能概要

現在のホームセキュリティは，火災やガ

ス漏れ等を検知し警報を発する機能,また，

高齢者，病人等が緊急時に第三者に連絡す

る緊急通話機能等がある。この警報の発し

方により大きく２つに分けることができ

る。

すなわち各住戸単位警報と自動的に遠隔

の第三者に警報を発する方法がある。各住

戸単位警報とは，異常検知時に，各住戸玄

関に設置されたドアホン又は警報ベルと表

示にて報知する。

消防科学と情報
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遠隔移報とは，電話回線等迦信手段を使

用して隣近所又は遠隔へ音声，信号等にて

報知する。

ウ　戸建及び集合住宅ＨＡシステム

ＨＡ システム管理は戸建及び集合住宅に

より形態が異なる。即ち戸建住宅において

は，住戸単位又は向こう３軒両隣等クルー

プ単位住戸管理システムがある。

集合住宅においては，各棟単位又は同一

敷地内の複数個の棟を一括集中竹理するシ

ステムが一般的である。

３　防　炎

（1） 防炎物品

ア　対象となる住宅

住宅に対する防炎規制は，消防法施行令

別表第１に規定する防火対象物のうち，

31m を超える高層住宅が対象となってお

り，一般住宅及び一般の共同住宅は対象と

なっていない。

イ　対象となる品目

カーテン類は，高層住宅の占有部分と共

防炎性能を有するカーテン類及びじゅう

たん等と普通の物品を容易に識別するた

め，防災物品ラベルを付すこととしている

が，この表示ができる者は，消防庁長官の

認定防災表示者となっている。

（2） 防炎製品

消防法による防炎物品に対して，行政指導

による防炎製品は，補完的な役割を持ってお

り，人命安全の観点から社会福祉施設等を重

点にその普及が望まれているものである。

ア　防炎製品の認定

消防庁の行政指導を受けて，防炎製品認

定委員会（事務局：（財）日本防炎協会）

は，次の要件を満たす防炎製品について認

定を行っている。

・防炎性能を有するこ と（耐洗濯性を含

む。）。

・一般毒性及び接触皮膚障害性を有しない

こと。

・品質管理の基準等が適正であること。

・その他安全の観点から必要な性能を有す

ること。

用部分の両方について防災規制が適用され　　 イ　認定の対象品目

ているが，じゅうたん等は，共用部分にの

み適用されている。

ウ　防炎性能の試験基準

カーテン類及びじゅうたん等の防炎性能

の試験基準については，特に，鉛直方向に

使用されるカーテン類については，その着

火と火災への拡大の危険性が高いため，

・寝具類

・テント類，シート類，幕類

・非常持出し袋

・防災頭巾

・衣服類

・布張家具等

なお，今後，ふすま紙，障子紙について

45°バーナー法に加えて，材料の熱的特性　　　 も防炎の基準を定め認定を行うことを予定

に対応したコイル法，あるいはたるませ法　　　 している。

が補完されるなど，厳しい防炎性能基準と　　ウ　防炎製品の性能基準

なっている。

エ　防炎（ラベル）表示

Ｎ０.26 1991（秋季）
９

性能基準は，各品目について燃焼させた

場合の防災性能を審査する。



エ　防炎製品の毒性審査　　　　　　　　　　　　 については，防炎製品ラベルを付すること

身の回りの繊維製品等の防炎化について　　　 ができる。

は,既にその技術は完成しているといえる。

しかし，防炎製品の品目は，寝具類あるい　　 ４　住宅用防災機器の課題

は衣服類など消費者の肌に直接接触した　 （1） 個人の負担を考えると，コストダウンに

り，また，子供がしゃぶる可能性のある品　　　 努める必要がある。住宅用火災警報器は，

目が多いため，防炎製品認定委貝会の医学　　　アメリカで大変普及しているが，値段は日

専門の委員が，防炎薬剤等の成分・純度，　　　 本の現状のものの10分の１程度である。

急性毒性（LD50 価），変異原生試験（Ａｍｅｓ　（2） ホームセキュリティーの普及のように，

Ｔｅｓt）及び皮膚障害性試験等の結果を審査　　　 住宅用スプリンクラー設備等は，住宅建設

している。この日本の毒性審査制度は，世　　　 会社に採用されるよう努める必要がある。

界の防炎規制の中でも例のない進歩性を示　 （3） 住宅用防災機器の購人場所，購入方法等

すものである。　　　　　　　　　　　　　　　　 を住民に周知徹底する必要がある。

オ　防炎（ラベル）表示　　　　　　　　　　 （4） 住宅防火診断との連携，住宅用防災機器

防炎製品認定委貝会が認定した防炎製品　　　 等推奨制度の活用を図る必要がある。

－10 － 消防科学 と情 轍

"

"
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